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（第４号）

一 般 会 計 補 正 予 算





議案第１号 

 

令和６年度矢板市一般会計補正予算（第４号） 

 

 令和６年度矢板市の一般会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 490,112 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 15,473,004 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和６年９月６日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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（第１号）

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算





議案第２号 

 

令和６年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和６年度矢板市の介護保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 99,930 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 3,201,430 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和６年９月６日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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（第２号）

国民健康保険特別会計補正予算





議案第３号 

 

令和６年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度矢板市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 62,234 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 3,566,555 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   令和６年９月６日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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（第１号）

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第４号 

 

令和６年度矢板市水道事業会計補正予算（第１号） 

  

（総則） 

第１条 令和６年度矢板市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

             （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 ⑷ 主要な建設改良事業  422,457 千円        500 千円   422,957 千円 

   施設整備事業 事業費  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

収   入 

 第１款 水道事業収益   865,000 千円     7,086 千円   872,086 千円 

  第３項 特別利益          3 千円     7,086 千円      7,089 千円 

    支   出 

 第１款 水道事業費用   698,000 千円      2,700 千円   700,700 千円 

  第１項 営業費用    665,936 千円      2,700 千円    668,636 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

397,000 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 397,500 千円」

に、「当年度分損益勘定留保資金 332,471 千円」を「当年度分損益勘定留保資金

332,484 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,165 千

円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,172 千円」に、「建

設改良積立金 29,364 千円」を「建設改良積立金 29,844 千円」に改め、資本的支出

の予定額を次のとおり補正する。  

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

    支   出 

 第１款 資本的支出    527,000 千円        500 千円   527,500 千円 

  第１項 建設改良費   424,557 千円        500 千円   425,057 千円 
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

⑴  職員給与費      72,091 千円        3,120 千円       75,211 千円 

 

令和６年９月６日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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（第１号）

下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第５号 

 

令和６年度矢板市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和６年度矢板市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

             （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

 ⑷ 主要な建設改良事業  186,329 千円    △2,773 千円   183,556 千円 

   管渠建設改良費 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 下水道事業費用  726,300 千円     107 千円   726,407 千円 

  第１項 営業費用    686,590 千円     107 千円   686,697 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

133,100 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 130,327 千円」 

に、「当年度分損益勘定留保資金 36,390 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 55,486

千円」に、「未処分利益剰余金 27,842 千円」を「未処分利益剰余金 5,973 千円」に

改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 資本的支出    426,500 千円   △2,773 千円   423,727 千円 

  第１項 建設改良費   189,262 千円   △2,773 千円   186,489 千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

⑴  職員給与費      57,625 千円   △2,666 千円    54,959 千円 
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（利益剰余金の処分） 

第６条 予算第１０条中「27,842 千円」を「5,973 千円」に改める。 

 

令和６年９月６日提出 

 

矢板市長 森 島 武 芳    
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